
資料３ 

 

その他の運営上の留意事項 ほか 

 

 

サービス利用者に関すること 

A 高齢者の健康 

新型コロナウィルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２～６３ 

ノロウイルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

腸管出血性大腸菌（Ｏ157等）感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

レジオネラ症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

HＩＶ／エイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

熱中症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９～７０ 

B 高齢者虐待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１～７２ 

C 地域支援スーパーバイズ事業（権利擁護相談）・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

C 成年後見制度の利用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

 

事業所の労働環境に関すること 

D 専門家による無料相談（雇用管理、メンタルヘルス、教育・研修）・・・・・・・・７５ 

D 無料講師派遣（職場環境を良くするための対策）・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

 

事業所の運営に関すること 

B 介護相談員派遣等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

C 福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

 

サービス利用者向け相談事業 

E 福祉サービス苦情解決制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９～８０ 

 

 

A：大阪府健康医療部 

B：大阪府福祉部高齢介護室 

C：大阪府福祉部地域福祉推進室 

D：(公財)介護労働安定センター大阪支部 

E：福祉サービス苦情解決委員会（大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会） 
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今、府民の皆様に知ってほしいこと
―新型コロナウイルス感染症について―

新型コロナウイルス感染症が、大阪府内でも発生しています。厚生労働省
や大阪府が発信する正確な情報に基づき、落ち着いて行動してください。

大阪府健康医療部
保健医療室医療対策課検索

詳しくは下記HPよりご確認ください

新型コロナウイルス感染症とは？

コロナウイルス

感染すると、発熱・咳などの呼吸器症状が現れます

インフルエンザや風邪と同様、飛沫感染や接触感染で感染します

予防法

手洗い

一般的な感染症対策の徹底が効果的です。

〇接触感染

しぶき等がついたドアノブやつり革などを

手で触り、その手で口や鼻を触れる

Ⓒ2014 大阪府もずやん

〇飛沫感染

感染している人のくしゃみや咳で出るしぶき

を吸い込む

＜コロナウイルス＞

・人や動物の間で広く感染症を

引き起こすウイルス

・人が日常的に感染する4種類は

風邪のような症状を引き起こし

ます。

咳・くしゃみをする時は、
マスクやティッシュ・
ハンカチ、袖を使って、
口や鼻をおさえましょう。

ハンドソープをつかって、
こまめに手を洗う習慣を
つけましょう。
消毒用アルコールも有効
です。

電話番号：06-6944-8197

大阪府 新型コロナ

新型コロナウイルス感染症に感染した不安がある場合は、専用の「府民向け相談窓口」にご相談ください

咳エチケット

ファックス番号：06-6944-7579

※電話番号・ファックス番号のおかけ間違いにご注意ください

〇日頃から体の抵抗力を高めておく
〇高齢者や基礎疾患のある方、妊婦、体調
の悪い方は、人混みへの外出を控える

【事業者の皆様へ】

手洗い・咳エチケット以外にも…

〇サービス業等、不特定多数の方と接触

する施設等では、マスクの着用を奨励

します。

〇従業員の体調管理に留意するほか、

消毒用アルコールを常備する等の対策

をお願いします。

(9:00~18:00土日祝も実施)
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感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと
比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、
死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起
きていないと考えられていますが、閉鎖した空間・近距離での多⼈数の会話
等には注意が必要です。

新型コロナウイルスを防ぐには

発熱やのどの痛み、咳が⻑引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ
（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。

まずは手洗いが⼤切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、⾷事前などに
こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

飛沫
感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放
出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染
します。

ひまつ

せき

けんたいかん

発熱等の⾵邪の症状が⾒られるときは、学校や会社を休んでください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所を避けるなど、
より一層注意してください。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った
ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能
性がありますので、咳エチケットを⾏ってください。

接触
感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触
れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手
に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

発熱等の⾵邪症状が⾒られたら、毎⽇、体温を測定して記録してください。
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その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについて
は、次の窓口にご相談ください。

こんな方はご注意ください

一般的なお問い合わせなどはこちら

次の症状がある方は、「新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談
センター」にご相談ください）。

風邪の症状や37.5℃前後の発熱が４⽇程度続いている。
（高齢者・妊婦・基礎疾患がある方は2⽇程度）

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、
専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
マスクを着⽤し、公共交通機関の利⽤を避けて受診してください。

府⺠向け相談窓口 電話番号︓06-6944-8197 FAX番号︓06-6944-7579
受付時間 9:00〜18:00（土日・祝日も実施）

※令和2年4月6日時点

※土日祝を含めた終日つながります＜新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）一覧＞

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

電 話 番 号 FAX 電 話 番 号 FAX

06-6647-0641 06-6647-1029

072-228-0239 072ｰ222-9876

072-661-9335 072ｰ661-1800

072-963-9393 072-960-3809

06-6151-2603 06-6152-7328

072-841-1326 072-841-2470

072-994-0668 072-922-4965

072-829-8455 072-838-1152

06-6339-2225 06-6339-2058吹 田 市 保 健 所

06-7166-9911 06-6944-7579

セ ン タ ー 名

豊 中 市保 健所

枚 方 市健 康部

八 尾 市保 健所

寝屋川市保健所大阪府岸和田保健所

大阪府泉佐野保健所

大阪府茨木保健所

大 阪 市保 健所

堺 市 保 健 所

高 槻 市保 健所

東大阪市保健所

セ ン タ ー 名

大阪府池田保健所

大阪府守口保健所

大阪府四條畷保健所

大阪府藤井寺保健所

大阪府富田林保健所

大阪府和泉保健所



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノロウイルスの感染を広げないために！！ 

～処理の手順を守ろう！～ 

① 汚物はすぐに拭き取る・乾燥させない！ 

 ノロウイルスは乾燥すると空中に漂い、口に入って感染することがあるので、 

嘔吐物や糞便は速やかに処理することが感染防止に重要です。 

 

② きれいに拭き取ってから消毒する！ 

  ノロウイルスには家庭用塩素系漂白剤を水で薄めた消毒液が有効です。 

★消毒液は、汚物が残っている状態で使用すると、ウイルスに対する消毒効果が低下するので 

消毒前にまずは汚物をきれいに取り除くことが重要です。 

 

③ しっかり手洗いをする！ 

ノロウイルスを広げないためには、しっかり手洗いをして、 

手からノロウイルスを落とすことが大切です。 

＜タイミング＞ 

嘔吐物等の処理後、拭き取り掃除後、調理の前、食事前、トイレの後、オムツ交換の後 等 

 

 

吐いたとき 

 

① ビニール手袋・マスク・ガウン・靴カバー

等を着用する。 

② ペーパータオル・布等で嘔吐物を覆い、外
側から内側へ向けて、拭き取り面を折り込
みながら静かに拭き取る。 

③ 床等に、汚物が残らないように、しっかり
拭き取る。 

④ 拭き取りに使用したペーパータオル・布等
は、ただちにゴミ袋に入れ、密閉し廃棄す
る。 
＊ 可能であれば、５０倍に薄めた家庭用塩素系

漂白剤を入れてから、密閉し廃棄する。 
 

⑤ 汚物を拭き取った後の床等は、50 倍に薄
めた家庭用塩素系漂白剤で浸すように拭
く。 
＊ ペーパータオル・布等はなるべく色のついて

いないものを使用する。 

⑥ １０分後に水拭きする。 

衣類等が糞便や嘔吐物で汚れたとき 

① ペーパータオル・布等で覆うなど、付着

した汚物中のウイルスが飛び散らない

ようにしながら汚物を取り除く。 

 

② 汚物を取り除いたあと、洗剤を入れた水 

の中で、静かにもみ洗いをする。 

③ 50 倍に薄めた家庭用塩素系漂白剤に 

１０分程度つけこむ。（素材に注意） 
 

★家庭用塩素系漂白剤につけこむ代わりに、 

８５℃・１分以上の熱湯洗濯を行うことでも

ウイルスの消毒効果があります。 

④ 他の衣類とは分けて洗う。 

 

 

窓を開ける等 

換気を十分に！ 

 

 

＊石けんを使って

流水で！ 

＊もみ洗いした場所は、

250 倍に薄めた家庭用塩

素系漂白剤で消毒し、洗剤

を使って掃除をする。 
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使用目的 濃 度 希釈液の作り方 

・汚物を取り除いたあとの床等 

（浸すように拭き、10 分後に水拭

きする） 

 

・汚物を取り除いたあとの衣類 

（10 分程度つけこむ） 

 

・汚物の拭き取りに使用した 

ペーパータオル・布等の廃棄 

（ゴミ袋の中で廃棄物を浸すよう

に入れ、密閉し廃棄する。） 

約５０倍 

※濃度 

約 1000ppm 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

 

・もみ洗いをしたあとの 

洗い場所の消毒 

（消毒後、洗剤で掃除すること） 

 

・トイレの取っ手・トイレドア

のノブ・トイレの床などの拭

き取り 

（拭き取り部位が金属の場合は、

10 分後に水拭き） 

約２５０倍 

※濃度 

約 200ppm 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 作り置きは効果が低下します。なるべく使用直前に作りましょう。 

 作った消毒液を一時的に保管する場合は、誤って飲むことがないように、消毒液であることを 

はっきり明記して日光の当たらない場所で保管しましょう。 

 家庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）は未開封でも徐々に劣化していきますので、なるべく

新しいものを使用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 2 月作成 

 

 

一般的に市販されている家庭用塩素系漂白剤の塩素濃度は、約５％です。 

塩素濃度約５％のものを利用した場合の方法を以下に示します。 

（家庭用塩素系漂白剤のキャップ 1杯が、約２５ｃｃの場合です。） 
家庭用 

塩素系 

漂白剤 

ノロウイルスによる 

感染性胃腸炎について 

 

・ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、 

冬季に多いとされていますが、最近では、初夏に

かけても集団事例として多くの発症が報告されて

います。 

・10～100個の少ないウイルス量でも発病するた

め、人から人への感染が起こります。 

・症状が消えてからも、10日から１か月は糞便中に

ウイルスが排出されています。 

 

ノロウイルス電子顕微鏡写真提供 大阪健康安全基盤研究所 

 発行元：大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 

キャップ約２杯 

 

①水道水 2,500cc 

 （500ccペットボトル５本分） 

 

②家庭用塩素系漂白剤 

 ５０cc 

 

バケツ 

①水道水 2,500cc 

（500ccペットボトル５本分） 

 

②家庭用塩素系漂白剤 

 10cc 

 

キャップ 1/2杯弱 バケツ 

家庭用塩素系漂白剤 希釈方法早見表 

感染経路 

 患者の糞便や嘔吐物からの二次感染 

 感染した人が調理などをして汚染された食品 

 ウイルスの蓄積した加熱不十分な二枚貝など 

潜伏期間 

 通常１～２日 

 

 

 

症状 

 下痢・嘔吐・吐き気・腹痛などで、通常１～３

日症状が続いた後、回復。 



大阪府
おおさかふ

インフルエンザ対策
たいさく

 

マスコットキャラクター 

マウテくん 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

１ 手
て

を水
み ず

でぬらす ２せっけんを泡立
あ わ だ

てる 

 

 

 

 

３ 手
て

のひらを洗
あ ら

う ４ 手
て

の甲
こ う

を洗
あ ら

う 

５ 指
ゆ び

の間
あいだ

を洗
あ ら

う ６ 指先
ゆ び さ き

、爪
つ め

の間
あいだ

を洗
あ ら

う ７ 手首
て く び

を洗
あ ら

い、 

水
みず

で流
なが

す 

８ 清潔
せ い け つ

なタオルでふく 

 

汚
よご

れがやや残
のこ

りやすいところ 

汚
よご

れが残
のこ

りやすいところ 

✔ こまめな手
て

洗
あら

いで、ウイルスをしっかり洗
あら

い流
なが

そう！ 

※手
て

洗
あら

いは「ハッピーバースデー」を 2回
かい

歌
うた

うくらいの時間
じかん

をかけてね 

✔ よごれが残
のこ

りやすいところがあるので、気
き

をつけて！ 

✔ さらに消毒用
しょうどくよう

アルコールを、20秒
びょう

かけてしっかりと 

手
て

全体
ぜんたい

にすりこむといいよ！ 

正
ただ

しい手
て

洗
あら

いの方
ほう

法
ほう

 

せきがでるときは・・・ 

✔ マスクをする 

✔ 口
くち

と鼻
はな

をティッシュでおおって、周
まわ

りの人
ひと

に顔
かお

を向
む

けない 

✔ 腕
うで

の内側
うちがわ

で口
くち

と鼻
はな

をおおって、周
まわ

りの人
ひと

に顔
かお

を向
む

けない 

※せきやくしゃみを手
て

でおさえたり、何
なに

もせずにせきやくしゃみをすると、 

他
ほか

の人
ひと

に病気
びょうき

をうつす可能性
かのうせい

があります。 

インフルエンザは、「インフルエンザウイルス」によって起
お

こる感
かん

染
せん

症
しょう

で 

毎年
まいとし

11月
がつ

から４月
がつ

頃
ごろ

までが流行期
りゅうこうき

です。 

インフルエンザを予防
よ ぼ う

するために、予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

や消毒用
しょうどくよう

アルコールによる 

手
て

の消毒
しょうどく

のほか、体
からだ

の抵
てい

抗力
こうりょく

を高
たか

めるために、生活
せいかつ

リズムを整
ととの

え、 

バランスの取
と

れた食事
しょくじ

や、十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

をとりましょう。 

また、日
ひ

ごろから手
て

洗
あら

いを心
こころ

がけ、症 状
しょうじょう

に応
おう

じて、マスクをするなど、

せきエチケットを行
おこな

いましょう！ 

 

せきエチケットをしよう！ 

 手
て

洗
あ ら

いをしよう！          ポイント!! 
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毎年
まいとし

冬
ふゆ

に流行
りゅうこう

する「季節性
き せ つ せ い

インフルエンザ」 

「季節性
き せ つ せ い

インフルエンザ」は 感染力
かんせんりょく

が強く
つよ

、感染
かんせん

した人
ひと

のせき、くしゃみなどによって、ウイルスが

飛
と

び散
ち

り、それを吸
す

いこむことによって感染
かんせん

します。 

ふつうの風邪
か ぜ

と違い
ちが

、突然
とつぜん

38度
ど

以上
いじょう

の熱
ねつ

が出たり
で

、頭痛
ずつう

や関節
かんせつ

痛
つう

、筋肉痛
きんにくつう

などの症 状
しょうじょう

が出
で

る感染力
かんせんりょく

の強い
つよ

病気
びょうき

です。 

子
こ

どもは、まれに急性
きゅうせい

脳症
のうしょう

になったり、お年寄
と し よ

りで免疫力
めんえきりょく

が下
さ

がっている人
ひと

は、肺炎
はいえん

になったりと、

重 症
じゅうしょう

化
か

することがあります。昨年
さくねん

は、大阪府
おおさかふ

で約
やく

85万人
まんにん

の方
かた

がかかっています。 

インフルエンザにかかったら 

・マスクを着用
ちゃくよう

し、早
はや

めにかかりつけ医
い

や最寄
も よ

りの内科
な い か

・小児科
しょうにか

を受診
じゅしん

しましょう。 

•家
いえ

で安静
あんせい

にして、休養
きゅうよう

をとりましょう。特
とく

に睡眠
すいみん

を十分
じゅうぶん

にとりましょう。 

•水分
すいぶん

を十分
じゅうぶん

に補給
ほきゅう

しましょう。（お茶
ちゃ

、ジュース、スープなど） 

•部屋
へ や

の湿度
し つ ど

を保
たも

ちましょう。（目安
め や す

として 50%から 60%程度
て い ど

） 

•せき、くしゃみなどの症 状
しょうじょう

があるときは、周
まわ

りの方
かた

へうつさないために、マスクを着用
ちゃくよう

しましょう。 

•熱
ねつ

が下
さ

がってから2日
ふ つ か

（幼児
よ う じ

は3日
み っ か

）目
め

まで、または症 状
しょうじょう

が始
はじ

まった日
ひ

から8日目
よ う か め

までは外出
がいしゅつ

しない 

ように心
こころ

がけましょう。 

 

「新型
しんがた

インフルエンザ」とは、これまで人
ひと

が感染
かんせん

したことのない、新
あたら

しい型
かた

のインフルエンザのことを

いいます。誰
だれ

も免疫
めんえき

をもっていないため、ひとたび発生
はっせい

すると多
おお

くの人
ひと

が感染
かんせん

し、世
せ

界
かい

的
てき

に大流行
だいりゅうこう

すること

が心配
しんぱい

されています。 

≪日
ひ

ごろの備
そな

え≫ 

・日
ひ

ごろからマスクや消毒用
しょうどくよう

アルコールなどのほか、約
やく

２週 間
しゅうかん

分
ぶん

の食 料 品
しょくりょうひん

や日
にち

用品
ようひん

を準備
じゅんび

しましょ

う。 

（新型
しんがた

インフルエンザが海外
かいがい

で発生
はっせい

して流 行
りゅうこう

すると、外国
がいこく

から色々
いろいろ

な物
もの

が輸入
ゆにゅう

できなくなります。 

さらに、国内
こくない

で流行
りゅうこう

すると、外
そと

に出
で

かけることができなくなったりします。） 

・日
ひ

ごろから、テレビやラジオなどから正
ただ

しい 情
じょう

報
ほう

を集
あつ

め、いつ起
お

こっても対応
たいおう

できるようにしましょう。 

≪発生
はっせい

したときのお願
ねが

い≫ 

・決
き

められた医療
いりょう

機関
きかん

での受
じゅ

診
しん

をお願
ねが

いします。 

（府
ふ

では、発生
はっせい

して間
ま

もない頃
ころ

には、感染
かんせん

が広
ひろ

がらないように診療
しんりょう

を行
おこな

う医療
いりょう

機関
き か ん

を限定
げんてい

します。） 

・不要
ふ よ う

な外出
がいしゅつ

を控
ひか

える、食料品
しょくりょうひん

や日
にち

用品
ようひん

の買
か

い占
し

めをしないようにお願
ねが

いする場合
ば あ い

があります。 

≪参考
さんこう

≫ 大阪府
おおさかふ

新型
しんがた

インフルエンザ等
とう

対策
たいさく

ホームページ  (http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/sinfulu/) 

🔍大阪府 新型インフルエンザ 検 索 ＨＰ 

 新型
し ん が た

インフルエンザについて 

八尾市 

発行：大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 令和元年 10月作成 
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腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７等）感染症の潜伏期間と症状 

二次感染防止のために 

 

★ 下痢・腹痛・発熱など

の症状がある時は、早め

に受診しましょう。 

 

O157 電子顕微鏡写真 

提供 大阪健康安全基盤研究所 

 

腸管出血性大腸菌（O１５７等） 

 感染症にご注意！ 

 

★ 食べ物 （牛肉やレバーなどは充分に加熱しましょう。） 

★ 生肉を触れた箸 （焼く箸と食べる箸を使い分けましょう。） 

★ 患者・保菌者の糞便で汚染されたものや水 など 

 

 

  

潜伏期間 ： ２～１４日（平均３～５日） 

症  状 ： 下痢（軽いものから水様便や血便）・腹痛・発熱など 

 

※ 乳幼児や高齢者では重症になる場合があります。 

※ 発症後 1～２週間は、溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）を起こす 

ことがありますので注意が必要です。 

  

      

 

 

 

 

感染経路 

腸管出血性大腸菌はわずか数十個程度の菌が体の中に入っただけでも発症することがあるため、

患者・保菌者の糞便などから二次感染することがあります。 

 

※ ＨＵＳ：ベロ毒素により腎臓の細胞が傷害されて発症する、溶

血性貧血、血小板減少、急性腎不全の３つを特徴とする状態。 

主な症状：尿が出にくい・出血を起こし易い・頭痛など 

重症になると、けいれん・昏睡を起こし、生命の危険がある。 

 

腸管出血性大腸菌（O157 等）は、通常牛等の腸内に生息してい

ます。そのため腸の内容物で汚染された食品を介して、口から体内に

入ることによって感染します。 

 

※ トイレについて：患者・保菌者が排便した後に触れた部分（ドアや水道のノブなど）は、逆性せっけ 

んや消毒用アルコールで消毒してください。（消毒薬は薬局で手に入ります。） 

 

※ 衣類などについて：患者・保菌者の糞便のついた衣類などは、熱湯や 100倍に薄めた家庭用塩素系漂 

白剤に 30 分浸したあと、他の衣類とは別に洗濯し、日光で十分に乾燥させましょう。（素材に注意） 

 

※ 入浴・お風呂について：患者・保菌者がお風呂を使用する場合、下痢があるときは、シャワーまたは 

かけ湯にしましょう。浴槽につかる時は最後にし、混浴は避けましょう。 

浴槽の水は毎日替え、浴室、浴槽はよく洗い流しましょう。 

 

※ 業務について：患者・保菌者が飲食物に直接接触する業務に従事することは、法律で制限されていま

す。 

 

 

★ 普段から調理前や食事前、トイレの後は石けんをよく泡立てて手指から手首までを充分洗いましょう。  

★ タオルの共用使用はやめましょう。 

★ 糞便を処理する時は、使い捨てビニール手袋を使いましょう。 

処理がすんだあとは、手袋をはずし石鹸で手洗いしましょう。 

（また、乳幼児や高齢者でオムツの交換時の汚染に充分気をつけてください。） 

★ 下痢などで体調の悪いときには、プールの利用はやめましょう。 

簡易ビニールプール等を利用する場合は、頻繁に水を交換しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
≪注意事項≫ 
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消毒液のつくり方 

消毒するもの 使用薬剤など めやす量 

手指 

逆性石鹸液 

（塩化ベンザルコ二ウム液１０％） 

石鹸で手洗い後、100 倍液 

（下記参照）に浸して洗浄する 

速乾性擦式手指消毒剤 

 

消毒用エタノール(70％) 

原液３cc を手のひらにとり、乾燥するま

で（約１分間）手に擦りこんで使う 

食器・器具・ふきん 

まな板・おもちゃ等 

次亜塩素酸ナトリウム 

(台所用塩素系漂白剤など) 

100 倍液（下記参照）に３0 分間浸し、

水洗いする 

熱湯消毒 
８０℃、５分間以上（ただし、ふきんは

100℃で５分間以上煮沸） 

トイレの取っ手 

ドアのノブ 

消毒用エタノール（70％） 
濃度はそのまま使用し薬液を含ませた紙

タオル等で拭くか噴霧する 

逆性石鹸液 

（塩化ベンザルコ二ウム液１０％） 

50 倍液（下記参照）を含ませた紙タオ

ル等で拭く 

衣類の消毒 

次亜塩素酸ナトリウム 

（家庭用塩素系漂白剤など） 

100 倍液（下記参照）に 30 分間つけた

後、洗濯する 

熱湯消毒 
熱水洗濯機（８０℃１０分間）処理し 

洗浄後乾燥させる 

風呂場 

逆性石鹸液 

（塩化ベンザルコ二ウム液１０％） 

100 倍液（下記参照）を含ませた紙タオ

ル等で拭く       

熱湯消毒 熱湯で洗い流す 

 

※ おむつ交換時と便の処理を行なう時は、使い捨てビニール手袋を使用する。 

※ 次亜塩素酸ナトリウムは、金属腐食性があるので、消毒後、水拭きする。 

 

 濃 度             希 釈 液 の 作 り 方 

 

５０倍液 

 

 

 

 

  

 

 

                    

                    

                        

 

１００倍液 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    

                    

 

大 阪 府 
（お問い合わせは最寄りの保健所へ） 

消毒方法について 
(消毒薬については､薬局等でご相談ください｡) 

①水道水 1000cc 

（500cc ペットボトル

2 本分） 

 

② 薬剤 ２0cc 

 

① 水道水 1000cc 

（500cc ペットボトル 

2 本分） 

 
逆性石鹸  の

場合  

薬剤キャップ 

1 杯 約 5cc

として 

約 2 杯 

約 2 杯 

家庭用塩素系漂白

剤 の場合  

薬剤キャップ 

1 杯 約 25cc と

して 

約 1/2杯弱 

 

逆性石鹸 の場合 

薬剤キャップ 1 杯 

約 5cc として 

約 4 杯 

② 薬剤 １0cc 

大阪府健康医療部医療対策課 平成３０年２月作成 
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http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/os
akakansensho/kekkaku02.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/os
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【レジオネラ症とは】 

レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症の一つで、幼児やお年寄り、あるいは他の病気など

により身体の抵抗力が低下している人に発病のおそれが強いと言われています。 

レジオネラ属菌に汚染された細かい水滴（エアロゾル）等を、気道から吸い込むことによって感

染し、発病します。 

主な症状は肺炎（レジオネラ肺炎）で、菌に感染してから２～１０日（平均４～５日）後に、高

熱、咳、タン、頭痛、胸痛、筋肉痛、悪寒などの症状が出て、まれに重症になることがあり、死亡

例も報告されています。人から人への感染はありません。近年、レジオネラ症患者報告者数は、増

加傾向にあります。 

レジオネラ属菌は、入浴設備の配管内部等で増殖することが知られています。入浴設備の適正な

維持管理により菌の増殖を防止し、レジオネラ症の発生予防に努めてください。 

大阪府では、平成２０年４月より、「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対

策マニュアル」を定め、指導・助言を行っています。 

施設の設置者・管理者の方は、引き続き入浴設備について次の点に注意して適正な管理をお願い

します。 

 
 

【入浴設備の維持管理ポイント】 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

○浴槽水は、塩素系薬剤を用いて消毒し、遊離残留塩素濃度で常に 0.4ｍｇ/Ｌ以上に

保ちましょう。 

○連日使用している浴槽水は、１週間に１回以上入換え、浴槽を清掃・消毒しましょう。 

○ろ過器は、１週間に１回以上逆洗浄等により清掃しましょう。 

○貯湯槽内の湯の温度は６０度以上に保ち、槽内を定期的に清掃・消毒しましょう。 

 

入浴設備の適正な維持管理により 

レジオネラ症発生を予防しましょう 

56
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循環式浴槽の実例参考図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳しくは】 

 

【水質検査の実施と報告】   

  

 

 

    

 

「社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マニュアル」を参考にしてくだ

さい。マニュアルは、下記の大阪府環境衛生課のホームページから入手できます。 

http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/rejionera/index.html 

また、「大阪府 レジオネラ」で検索できます。 

マニュアルの疑問点等は、最寄りの府保健所または環境衛生課生活衛生グループ（06-6944-9910）

にお問い合わせください。 

浴槽水について、１年に１回以上、レジオネラ属菌などの 

水質検査を実施し、その結果を報告してください。 

 

当該施設所在地を所管する介護事業者担当部局 

（大阪府福祉部介護事業者課又は市町村担当部局） 

最寄りの大阪府保健所衛生課 

（大阪市、堺市、豊中市、高槻市、 

枚方市、八尾市、寝屋川市、 

東大阪市、吹田市を除く） 

報告は２ヶ所に行ってください 

（ＦＡＸで結構です） 

 

http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/rejionera/index.html


ＨＩＶ／エイズの正しい知識
～知ることから始めよう～

社会福祉施設等で働くみなさまへ

ＨＩＶはそんなに簡単には感染しません
性行為以外の日常生活で感染することはありません。
また、規則正しく服用していればウィルス量が下がり、性行為での感染も防げます。

今、社会福祉施設等に期待されること

《参 照》
平成23年12月発行、平成31年2月改訂 社会福祉施設で働くみなさんへ ＨＩＶ／エイズの正しい知識～知ることから始めよう～
https://www.haart-support.jp/pdf/h31_knowledge_hiv_aids.pdf
＜企画・発行＞
平成23年度 厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業
「ＨＩＶ感染症及びその合併症の課題を克服する研究」研究代表者 白阪琢磨
分担研究「長期療養者の受入における福祉施設の課題と対策に関する研究」

研究分担者 山内哲也
＜協 力＞
社会福祉法人武蔵野会

【関連ウェブサイト】
「地域で暮らす」あなたを支えるために （資料集） http://www.onh.go.jp/khac/hiv/material.html

2019年末、大阪府のＨＩＶ陽性者の累積報告数は3,691人となり、年々増加しています。

また、高齢化や合併症などによって、自立困難で支援を求めるＨＩＶ陽性者が増えてきています。

そのため、ＨＩＶ陽性者の受け入れ先として、社会福祉施設等への期待が高まっています。

誰に対しても平等に生活を支援し、療養の場を提供することは、世の中から期待されている

社会福祉施設等の役割です。

ＨＩＶ陽性者の方も、１つの慢性疾患を抱えているだけで他の人と何も変わりません。

一人ひとりが、ＨＩＶ／エイズに対する理解を深め、不安や戸惑いをなくし、ＨＩＶ陽性者の

方を迎え入れていきましょう。

ＨＩＶ感染予防は標準予防策で十分です

今では、ＨＩＶ感染症は慢性疾患の１つです
抗ＨＩＶ薬が使われるようになってから、エイズによる死亡率は劇的に減少し、
ＨＩＶ感染症は慢性疾患の１つとして考えられるようになりました。

問合せ先 大阪府健康医療部保健医療室医療対策課感染症グループ
電話 ０６－６９４１－０３５１（内線２５４３）

https://www.haart-support.jp/pdf/h31_knowledge_hiv_aids.pdf
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１．熱中症とは？ 

＜熱中症の症状＞ 

〇初期症状として、めまいや立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のけいれんや痛み（こむらがえり）が現れます。

また、症状が進むと、吐き気や嘔吐、力が入らないなどの症状が現れます。 

〇さらに重症になると、意識障害や全身のけいれん（ひきつけ）を起こしたり、体温が著しく上昇し、最悪の

場合は死亡する可能性もあります。 

 

＜熱中症の原因＞ 

〇体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能が破たんするなどして発症します。 

〇高温、多湿、風が弱い、輻射源（熱を発生するもの）があるなどの環境では、体から熱が逃げにくく、汗を

かきにくくなるため、熱中症が発生しやすくなります。 

 

熱中症の病態と重症度分類 

 
（「熱中症環境保健マニュアル 2018」より） 

 

熱中症にご注意ください 



２．高齢者と熱中症について 

＜高齢者における身体機能の一般的な特徴＞ 

○体内の水分量が少ないことから、体の老廃物を排出する際に、たくさんの尿を必要とします。 

○加齢により暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなります。 

○暑さに対する体温の調節機能が低下しています。 

 

 

 

 

＜高齢者における熱中症の実態＞（大阪府内） 

○熱中症により救急搬送される約半数が、65歳以上の高齢者です。 

○熱中症死亡総数の約 8割が、65歳以上の高齢者です。 

○熱中症は、日中の炎天下だけではなく、室内や夜にも多く発生しています。室内でも多くの方が熱中症に

より亡くなっています。 

 

４．熱中症予防について 

＜予防法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜予防法メモ＞ 

〇寝る前だからと水分を我慢せず、こまめな水分補給を心掛けましょう。汗をかいたときは、適度な塩分補

給も必要です。 

〇暑さを感じなくても、部屋の見やすい場所に温湿度計を置き、湿度が上がったらエアコンをつけるなど、常

に注意しましょう。 

 

□こまめに水分補給をし

ている 

□エアコン・扇風機を上手

に使用している 

熱中症は、放置すれば、時に生命に関わる症状

ですが、多くの場合、予防法を実践していれば発

症を防ぐことができます。 

予防法ができているか、チェックしてみましょう！ 

□涼しい場所・施設を利

用する 

□シャワーやタオルで体を

冷やす 

□部屋の温湿度を測って

いる 
□暑い時は無理をしない 

だから特に注意が必要です！ 

□涼しい服装、外出時には

日傘、帽子をしている 

□部屋の風通しを良くして

いる 

□緊急時・困ったときの連

絡先を確認している 
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５．熱中症になったときは？  

 ＜対処法＞ 

  ① 涼しい環境への避難 

   〇風通しの良い日陰や、クーラーが効いている室内などに避難させましょう。 

 

  ② 脱衣と冷却 

〇衣服を脱がせて、体から熱の放散を助けます。ベルトやネクタイ、下着は、緩めて風通しをよくしましょう。

〇氷のうや保冷剤などを利用し、首の両脇、脇の下、足の付け根の前面など太い血管が通る部分を冷や 

し、皮膚の直下をゆっくり流れている血液を冷やすことも有効です。 

 

③ 水分と塩分の補給 

   〇冷たい水を持たせて自分で飲んでもらいます。 

〇大量の発汗があった時は、汗で失われた塩分も適切に補える経口補水液やスポーツドリンクなどが最

適です。また、食塩水（水１ℓに１～２gの食塩）も有効です。 

 

④ 医療機関への搬送 

   〇自力で水分の摂取ができない時は、点滴で水分や塩分を補う必要があるので、緊急に医療機関に搬

送することが最優先です。 

 

６．熱中症の疑いのある人を医療機関に搬送する際に、医療従事者に伝えること 

   熱中症は、症状により、急速に進行し重症化する場合があります。医療機関到着後、治療が迅速に開始

されるよう、その場に居あわせた倒れた時の状況がわかる人が医療機関まで付き添い、発症までの経過や

症状などを伝えるようにしましょう。 

 

＜医療従事者に伝える内容 （例）＞ 

 〇倒れた場所の状況 （具体的な場所、気温、湿度、風速など） 

 〇倒れた時の状況 （服装、どんな活動をしていたか、など） 

〇症状の経過 （症状が出始めた時から悪化していないか、具体的にどんな症状があるか、など） 

 〇対処の内容 （水分や塩分の補給はできたか、その他応急処置の有無など） 

 

７．熱中症に関する情報 

 国や大阪府では、下記ホームページを通じて、熱中症に関する情報を発信しています。 

○大阪府ホームページ         ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/nettyusyou/ 
○環境省「熱中症予防情報サイト」  ＵＲＬ：http://www.wbgt.env.go.jp/ 
○総務省消防庁ホームページ     ＵＲＬ：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 

 
※本資料は、環境省作成「熱中症環境保健マニュアル 2018」、「熱中症～思い当たることはありませんか？～」を参考に、大阪府で作成しました。 

熱中症を疑った時には、放置すれば死に直結する緊急事態

であることをまず認識しなければなりません。 

重症の場合、救急車を呼ぶことも大事ですが、すぐに体を冷

やし始めることが必要です。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/nettyusyou/
http://www.wbgt.env.go.jp/
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 
● 悪徳商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればよいのか。 
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 

 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室（あいあいねっと） 

所在地  〒542-0065大阪市中央区中寺 1丁目 1番 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～・最長 80分） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282（職員による電話相談）（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    成年後見制度に関するご相談を受け付けています。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の権利侵害や困りごとについて、行政、社会福祉

協議会、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体を対象

に行う相談事業です。様々な解決困難な事例について、弁護士会・社会福祉士

会等と連携し、電話や来所による助言や情報提供を行うものです。 

NishikawaYoh
タイプライターテキスト
73



 

 

 

 

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理

したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり

する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断

ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、

支援するのが成年後見制度です。必要な方がいる時は、市町村の窓口及び地域包括支援センター等へご相談下さい。 

 

 

 

成年後見制度は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つがあります。 

 また、法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の 3 つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて

制度を選べるようになっています。 

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人

の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えた

り、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 

成年後見人等には、親族以外に、専門職（弁護士、社会福祉士、司法書士等）、法人、市民後見人が選任さ

れます。 

 

 

 

 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援

します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の

世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。 

 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (法務省 HP より)  

成年後見制度の利用を促進！ 

1．成年後見制度とは？ 

 

2．成年後見制度にはどのようなものがあるの？ 

 

 

3．成年後見人等の役割は何ですか？ 

 

 

2020 年 4月から民法が改正されます！ 

 民法が改正され、意思能力制度が明文化されることになります。これにより、意思能力を有しない者がした法

律行為は無効となり、自らが締結した売買契約の無効を主張して、代金の返還等を求めることができることによ

り、判断能力が低下した高齢者等が不当に不利益を被ることを防ぐことが可能となります。 

※意思能力は、行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいいます。例えば、認知症を患って行為の結

果を判断することができない者は、意思能力を有しません。 

※成年後見制度の審判を得ていなくても、意思能力制度の利用は可能です。 
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介護事業所における雇用管理、職員の健康管理、人材育成に関する情報提供、相談援助など
に対して 雇用管理やメンタルヘルス、人材育成のコンサルタント（社会保険労務士、中小企業
診断士、シニア産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど）が対応します。

令和２年度介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業

●社会保険労務士、中小企業診断士等が相談支援

●理学療法士、シニア産業カウンセラーが相談支援

気になることは、
お気軽に

ご相談ください。

【相談をご希望される方は裏面に必要事項をご記入の上FAXでお送りください】

公益財団法人介護労働安定センター大阪支部

●介護人材育成コンサルタントが相談支援

公益財団法人介護労働安定センター大阪支部
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事業所名
担
当
者役職：

所在地

〒

電話番号 － － FAX番号 － －

事業所

開設日 昭和/平成/令和 年 月 日
メール

アドレス

ご相談

内容

ご相談内容 〔 雇用管理関係 ・ メンタルヘルス関係 ・ 教育研修関係 〕 ←当てはまるものに○

ご相談

希望場所

□ 貴施設・事業所※ □ 介護労働安定センター大阪支部相談室

ご相談

希望日時

【留意事項】 ❶希望時期は、お申込み日から約１か月以降の日程を目安としてください。
❷個別相談は１～２時間程度が目安となります（詳しくはお問合せください）。
❸ご希望は考慮しますが、日時等はご相談の上、調整させていただきます。

＜次のいずれかご記入ください＞

◎ 年 月頃 （ 時 ～ 時頃 ）

◎ 年 月 日 （ ： ～ ： ）頃

個別相談日時〔決定〕 担当専門家 備考

月 日（ ）

： ～ ：

〔場所〕

【ご案内令和２年度】 公益財団法人 介護労働安定センター大阪支部

（様式第６号）

＜＜＜ 介護センター記入欄 ＞＞＞

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等
による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

申込日： 年 月 日

雇用管理コンサルタント等／介護人材育成コンサルタント

個 別 相 談 申 込 （受 付） 票

支部受付印

集団相談日時〔決定〕 担当専門家 相談者署名

年 月 日（ ） ： ～ ：

以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

□ その他※ （ ）

※【注】 最寄り駅まで徒歩10分以上の場合は、送迎をお願いします。
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介護サービスなどの悩みについて
お気軽にご相談ください

介護サービスなどの悩みについて
お気軽にご相談ください

相談してね

一人で悩まないで

話し相手
が欲しい柔らかい

食事にして
ほしい

職員の介助
が乱暴だ

介護相談員派遣等事業介護相談員派遣等事業

　介護相談員派遣等事業は、市町村に登録された介護相談員
が、介護が行われている場を訪問し、利用者からの相談を受
けて、サービス提供事業者や行政に橋渡ししながら、問題の
改善や介護サービスの質の向上を図ることを目指すものです。 
　市町村等が受け付ける苦情処理は、何らかのトラブルが起
きたときの事後処理が中心となりますが、介護相談員の活動
目的は、苦情申立てに至るほど問題が大きくならないうちに、
未然に解決を図ることにあります。

　介護相談員は、まず介護サービスの
利用者から苦情や不満等をよく聞いた
上で、 本人への助言や、状況に応じた
適切な対応を行います。

介護相談員派遣等事業について 介護相談員って何する人？
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　市町村が事業の実施にふさわしい人格と熱意をもって
いると認めた人で、一定水準以上の養成研修を受けた人
です。「養成研修」は、介護保険制度のしくみ等高齢者福
祉に関する事項から、高齢者の心身の特性、 コミュニ
ケーション技法まで、 約40時間にわたる内容となってい
ます。 また、活動中の方には「現任研修」を積極的に受講
していただき、活動のスキルアップを図っています。

▶介護相談員ってどんな人
　介護相談員になりたい方、介護相談員の受
け入れを検討している事業所は、詳しくは各市
町村にお問い合わせください。

※介護相談員派遣等事業は、介護保険制度の地域支
援事業に位置付けられており、この事業を実施するか
どうかは、各市町村の判断に任せられています。

▶お知らせ

　介護相談員は相談活動のほか、利用者との何気ない会話や
行事に参加することなどを通して、問題や改善すべき点など
を発見することもあります。また、施設内の雰囲気、職員の
利用者への態度など、介護相談員の気づきをとおして、利用
者の生活全般に関わるサービスの向上につながっています。 

　施設内ではあたりまえと思っていることが相談員の市民感覚の視点から改めてみる
ことで、施設職員の職務に取り組む姿勢に変化が見られた事例が報告されています。 

身体拘束ゼロ・虐待防止の実現に貢献します。

市民の目線でチェックできます。

　介護相談員の問いかけを通して、身体拘束ゼロへの取組みや
虐待防止への取組みが進められたケースもあります。 

介護相談員派遣等事業のしくみ

●
●
●

●

介護相談員の選定、派遣・調整
介護相談員連絡会議の開催
相談業務による事前解決が困難な事項
の取りまとめ、行政担当部署との連携
介護相談員の活動に関する広報

●

●

サービス提供事業者

市町村（事務局）

介護相談員活動の担当者（窓口）の
設置と職員等への周知
介護相談員の活動について、利用者、
家族へ説明

サービスの向上に寄与します。1

3

2

大阪府福祉部高齢介護室　平成29年3月発行
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目　TEL：06-6941-0351
このチラシは 50,000枚作成し、1部あたりの単価は 5円です。

介護相談員の活動を通して利用者の日常の声を聞くことは、
サービスの改善点を探る重要な手がかりになるなど、利用者
だけでなく事業者にも多様なメリットをもたらしています。 

メリット

意見交換

介護相談員受け入れの
依頼・調整、広報

情報共有
・

意見交換報
告
、情
報
提
供・
共
有
、提
言

委
嘱 意

見
交
換・情

報
提
供

訪
問・相

談

市町村
（事務局）

介護相談員

サービス
提供事業者

利用者と
その家族

   介護相談員を派遣し、 
介護保険の保険者として
利用者の権利擁護、介護
サービスの充実を図る

介護相談員との協力、
意見交換を通じて、

サービスの質のさらなる
向上を目指す

利用者とサービス
提供事業者が問題を
解決していけるよう
橋渡し役を務める

食事の時間が
 楽しみになった！

ケアをほめられて、
仕事が楽しくなった！

散歩の回数が
増えた！



大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-6663 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が

設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成

が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢を

アピールできます。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び

職員の成長を知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・

基本方針」や「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」

「人事管理の体制整備」等を周知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が
可能になる場合があります。ご不明な点については、お問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～

■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大

阪府認証）が専門的・客観的な立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する

際の情報資源となります。

■職員の意識も大きく変化し、課題・問題点など職員全体で

共有するようになりました。 【保育所】

■評価されると思うと構えてしまいますが、調査者の方はと

ても親切で親身になって話してくれました。

【特別養護老人ホーム】

■単なる指摘だけでなく、温かいアドバイスをいただき、大

変参考になりました。 【障がい者支援施設】

■利用者へのアンケート調査で、潜在的なニーズを把握でき、

受審後のサービス向上につながりました。

【通所介護事業所】
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認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先

評価実施分野

高齢 障がい 児童
（保育所・児童館）

270001 特定非営利活動法人

市民生活総合サポートセンター 大阪市北区 06-6358-5700 ● ●

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025
※

株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ● ● ●

270030 有限会社

リファレンス 大阪市中央区 06-6920-0070 ● ● ●

270033 株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050
一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援協会 富田林市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270053

あけぼの監査法人 大阪市北区 06-6948-6740 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆

（令和２年３月２日現在 １５機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１５機関中７機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線4505)、（直通）06-6944-6663

URL:http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

【令和元年度】

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html
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NishikawaYoh
ノート注釈
NishikawaYoh : Unmarked
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